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日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定成立までの道のり

～東アジア経済連携実現への第一歩として～

外交防衛委員会調査室 寺 林 裕 介
てらばやし ゆうすけ

はじめに

我が国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）構成国との包括的経済連携協定（ＡＪＣＥ

Ｐ）は、2007年８月に主要事項について大筋合意し、同年11月、シンガポールで開催され

た第11回日・ＡＳＥＡＮ首脳会議において交渉妥結が報告された。2007年は、1977年に福

田赳夫元総理が東南アジア諸国を訪問しマニラで演説を行い、いわゆる「福田ドクトリ

ン」を発表してから30周年に当たる年であった。首脳会議で子息の福田康夫総理は、ＡＪ

ＣＥＰ協定の交渉妥結を歓迎し、福田ドクトリンに言及しつつ日・ＡＳＥＡＮ関係を一層

強固なものにしていくことを表明した。

これまで我が国のＡＳＥＡＮ地域に対する経済連携交渉はすべて二国間によるもので、

シンガポールを皮切りに、ＡＳＥＡＮの「オリジナル６」（原加盟６か国）のすべての国

と経済連携協定（ＥＰＡ）を締結又は署名しており、我が国は着実に二国間ＥＰＡ交渉を

推進してきた。これに対し今回のＡＪＣＥＰは、ＡＳＥＡＮ地域全体（10か国）と日本を

対象にした協定であり、我が国にとって初めての多国間ＥＰＡとなる。

ＡＪＣＥＰ協定は、2008年３月から４月にかけて各国の首都において持ち回りで署名が

行われ、４月25日に国会に提出された。衆参両院で与野党が逆転する衆参ねじれ国会の中、

福田内閣がＡＪＣＥＰの早期の成立を目指し、国会の会期を延長した上での自然承認の結

果となった
1
。我が国の国会承認により、ＡＳＥＡＮ構成国のいずれかの国が国内手続を

完了すれば本協定の発効要件が満たされる
2
。

我が国の経済外交の柱はＧＡＴＴ／ＷＴＯを中心とする多国間の自由貿易体制を重視し

たものであったが、米国がＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）によりマーケットを拡大し、

また、ＥＵが域内統合を深化させたことは、相対的に我が国にとって東南アジア地域との

結びつきを強く意識させる結果となった。2002年10月に外務省経済局が発表した「日本の

ＦＴＡ戦略」には、究極的にはＡＳＥＡＮ全体との経済連携強化を視野に入れつつも、ま

ずは二国間ＥＰＡを早急に進めていくべきとされ、二国間ＥＰＡの仕上がり具合を勘案し

ながら、ＡＳＥＡＮ全体へと協定を拡大するプロセスに入ることが明記された
3
。

このようにして進められた我が国とＡＳＥＡＮ地域との経済連携は、ＡＳＥＡＮ主要国

との二国間ＥＰＡを経て今回のＡＪＣＥＰまで辿り着いた。日・ＡＳＥＡＮ間においては、

二国間ＥＰＡの「線」の結びつきだけでなく、多国間ＥＰＡの「面」の結びつきが重なる

こととなる。これにより日・ＡＳＥＡＮ域内における実質上の自由貿易圏を誕生させたこ

とは、日・ＡＳＥＡＮの結びつきを一層強固なものにしたと評価できる。

本稿では、日・ＡＳＥＡＮ間のＥＰＡ締結の集大成となったＡＪＣＥＰ協定の国会承認
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を契機として、今後の国会でのＥＰＡの議論に資することを目的に我が国がこれまでにＡ

ＳＥＡＮ諸国と締結又は署名してきた二国間ＥＰＡについて個別の論点を中心に振り返り、

加えて、今回のＡＪＣＥＰまで辿り着いた我が国の経済外交の意味を考えてみたい。

１．我が国のＥＰＡ交渉の開始

（１）「新たな時代」における経済連携 日・シンガポールＥＰＡ

東アジア地域においては、ちょうど21世紀に入った頃から経済連携の動きが目立つよう

になってきた。我が国は、それまでＧＡＴＴ／ＷＴＯを中心とする多国間の自由貿易体制

を重視してきたが、これに加え、2001年１月にシンガポールとの間でＥＰＡ交渉を開始し

たことにより、特定国間における貿易の自由化を進めていくＦＴＡ／ＥＰＡ締結への端緒

を開いた。

この時までにも、我が国はメキシコや韓国から自由貿易協定（ＦＴＡ）締結の可能性を

打診されており、実際に研究会等で議論が進められてきた。しかし、我が国にとって初め

てのＦＴＡ／ＥＰＡを締結するに当たって、農産品の自由化が政治的にも大きな障壁とな

っていたことを勘案すれば、農産品をほとんど生産していないシンガポールを相手とする

ことは好都合であった。また、日本が関税の撤廃を中心とする伝統的なＦＴＡにとどまら

ず、より幅の広い分野での経済連携を図ることを目的としたＥＰＡを目指すために、発展

段階が高く、国際的に競争力のあるビジネス環境を維持しようとしていたシンガポールは
4
、我が国の今後のＥＰＡのモデルを構築していく相手としても十分であった。

こうして2001年中に大筋合意を果たし、翌2002年に署名・発効に至った日本とシンガポ

ールの間の協定は、「新たな時代」における経済連携協定と銘打たれ、我が国はこの協定

を足掛かりにその後のＥＰＡ交渉を進めていくこととなった。

（２）中・ＡＳＥＡＮ間のＦＴＡ

貿易の自由化を超えたビジネス環境整備等を含めたＥＰＡとして、我が国がＡＳＥＡＮ

の特定の相手国の事情に即した形できめ細やかな内容の協定を目指していたのに対し、中

国はこれとは対照的にＡＳＥＡＮ構成国全体との自由貿易圏構想を実現しようとしていた。

中・ＡＳＥＡＮ間のＦＴＡ（ＡＣＦＴＡ）は、2000年11月のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議に

おいて、朱鎔基中国首相がＡＳＥＡＮ側に提案したのが始まりだった。当初、ＡＳＥＡＮ

側は急速に経済力を拡大していた中国に対し警戒感を表していたが、このＡＳＥＡＮ側の

懸念を払拭するために中国は、例えば熱帯性農作物のアーリー・ハーベスト（早期関税引

下げ）措置を認め、その対象品目について2004年１月には関税削減を開始するなどの譲歩

を行った。ＡＳＥＡＮ側にとってトロピカルフルーツなどの輸出拡大が期待できるこの提

案は魅力的でもあり、2001年11月の中・ＡＳＥＡＮ首脳会議において10年以内のＦＴＡ締

結で合意した。2002年11月には包括的経済協力枠組み協定を調印し、関税引下げは2004年

11月に合意に達した。

（３）我が国のＥＰＡ基本方針

2001年11月に中国がＡＳＥＡＮとのＦＴＡ実現に向けた合意にいち早く到達したことは、
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中・ＡＳＥＡＮという巨大な人口を抱える自由貿易圏の誕生を想起させ、周辺諸国に驚き

を持って迎えられた。

シンガポールとの二国間ＥＰＡを進めていた日本にとっても、まさに東アジアの経済統

合の波に乗り遅れる懸念が生じてきた。日・ＡＳＥＡＮ間の歴史的な結びつきは強く、

中・ＡＳＥＡＮ間の貿易額は日・ＡＳＥＡＮ間の貿易額に遠く及ばないが、経済力を付け

る中国が積極的にＡＳＥＡＮと経済関係を強化しようとしたことは、中国が東南アジア市

場での主導権を意識し、長期的な戦略を仕掛けてきていることと捉えられた。

この中国とＡＳＥＡＮの合意後、2002年１月、小泉純一郎総理は東南アジアを歴訪し、

１月13日にはシンガポールを訪れ、首脳会談において上述した日・シンガポールＥＰＡに

署名した。翌14日、小泉総理は「東アジアの中の日本とＡＳＥＡＮ－率直なパートナーシ

ップを求めて－」と題された政策演説を行い5、その中で「日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連

携構想」を提案した。小泉ドクトリンとも呼ばれたこの演説では、「貿易、投資のみなら

ず、科学技術、人材養成、観光なども含め幅広い分野での経済連携を強化しなければなら

ない」と言及し、シンガポールとのＥＰＡをモデルとした経済連携を推進していくことを

表明した。このタイミングでの日本の対ＡＳＥＡＮ政策表明は、ＡＣＦＴＡを始めとする

中国の動きを牽制するかのように見えたが、逆にこの地域への主導権争いに対する日本の

焦りが感じられたとも言える。

我が国政府は、上記の小泉総理による対ＡＳＥＡＮ政策表明に続き、2004年12月21日の

第３回経済連携促進関係閣僚会議において、我が国のＥＰＡ推進についての基本方針を策

定した
6
。その中では、ＥＰＡを「ＷＴＯを中心とする多角的な自由貿易体制を補完する

ものとして我が国の対外経済関係の発展及び経済的利益の確保に寄与するもの」と位置付

け、「東アジア共同体の構築を促す等、政治・外交戦略上、我が国にとってより有益な国

際環境を形成することに資する」ものとし、ＡＳＥＡＮ各国とのＥＰＡ締結交渉の取組や

ＡＳＥＡＮ全体との交渉について「東アジアを中心とした経済連携を推進するという我が

国の方針を具体化するものであり、これらの早期締結に政府一体となって全力を傾注す

る」との方針を確認した。

２．二国間ＥＰＡの推進

（１）ＡＳＥＡＮ各国との二国間ＥＰＡ

我が国がＥＰＡを推進していくこととなった背景には、ＷＴＯ交渉が停滞する中、地理

的にも歴史的にも結びつきの強いＡＳＥＡＮ諸国との経済関係を一層強化し、新しい経済

外交を展開させていこうとする意図があった
7
。

ただし、ＡＳＥＡＮとの本格的なＥＰＡ交渉に向き合う場合、日・シンガポールＥＰＡ

のときのように農産品の扱いを無視することはできない。そもそも我が国がＥＰＡを推進

していくためには、いつかは農産品の自由化の問題に正面から取り組む必要があり、2002

年11月から開始されたメキシコとのＥＰＡ交渉がその最初のケースとなった。日・メキシ

コＥＰＡの農業分野の交渉は難航したが、関税割当制度を使うことで妥協点を見出した
8
。
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こうして我が国は、シンガポールとの協定において幅広い分野に渡る経済連携のモデル

を構築し、また、メキシコとの協定において農産品の自由化の問題についても一定の実績

を示すことができた。中国と韓国がＡＳＥＡＮ地域全体とのＦＴＡを進める中、できるだ

け早い時期に我が国もＡＳＥＡＮ各国とのＥＰＡを実現する必要があった。

小泉ドクトリンにおいて、2003年は「日・ＡＳＥＡＮ交流年」とすることが提案されて

いたが、同年12月には、その締めくくりとしてＡＳＥＡＮ構成国の全首脳が東京に集まり、

日・ＡＳＥＡＮ特別首脳会議が開催された。この首脳会議でタイ、フィリピン、マレーシ

アとの二国間ＥＰＡの交渉開始が合意された。

ＡＳＥＡＮ各国とのＥＰＡを進めるに当たっては、我が国との関係では構造的に二つの

対立軸が存在する。一つは、メキシコとの協定と同様に我が国の農業分野の市場開放をＡ

ＳＥＡＮ側が求めるのに対し、我が国として守るべきものは守るという姿勢をどこまで維

持できるかという点である。もう一つはこれとは逆に、日本企業の進出のためにＡＳＥＡ

Ｎ側の鉱工業品の関税撤廃を我が国が求めるのに対し、自国の産業を保護したいＡＳＥＡ

Ｎ側がどれだけ譲歩を許すかという点である。このことは、タイ、フィリピン、マレーシ

アとの交渉においても共通した図式であり、まさにこの連立方程式の回答を見つけること

が、合意を導く鍵となっていた。

（２）日・フィリピンＥＰＡ

交渉を開始した３か国のうち、2004年11月にいち早く大筋合意に至った日・フィリピン

ＥＰＡでは、フィリピン側が砂糖、鶏肉、パイナップル、バナナ、まぐろの主要５品目の

関税撤廃・引下げを要求し、鉱工業分野においては、日本が求めていた自動車や鉄鋼の関

税撤廃についてフィリピン側が難色を示していた。この他にも、看護師・介護福祉士の日

本への受入れ問題が大きな論点となっていたが、自然人の移動については後述する。

日・フィリピンＥＰＡは2006年９月に署名され、農水産品の５品目のうち、まぐろにつ

いては日本側が譲歩し協定発効後５年間で関税を撤廃することとし、また、鶏肉、パイナ

ップルについては、メキシコとの交渉の教訓を生かし、関税割当を設定することで折り合

いを付けた。しかし、バナナについては一部の小さい種類を除き小幅な関税削減となり、

また、関税率が270パーセントだった砂糖については、協定発効後４年目に再協議とする

などフィリピン側に日本の消極的な姿勢を見せる結果となった。

このためか、鉱工業分野においては、大筋合意の時点で自動車の全車種の関税撤廃が約

束されていたにもかかわらず
9
、結局、排気量3,000cc以下の乗用車の関税については現行

30パーセントから20パーセントに引き下げ、かつ、関税撤廃については2009年に再協議す

るという形で収束した。

（３）日・マレーシアＥＰＡ

自動車については日本側の有力な輸出品であることから、ＡＳＥＡＮ側が警戒感を示す

ことも多い。特にマレーシアとの交渉においては、マレーシアが国民車政策を実施してい

たため、この障壁を乗り越える必要があった。国民車政策とは、1980年代からマハティー

ル首相（当時）が進めてきた保護政策であり、指定された自動車メーカーに自動車部品の

多くをマレーシア国内で調達する義務や税制面での優遇措置を実施し、これに対し輸入完
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成車には最高で200パーセントもの関税を賦課していた。

我が国としては、マレーシアとの交渉が他の国との交渉に及ぼす影響にもかんがみ、質

の高いＥＰＡの実現を求めていた。一方、マレーシアは、確かに国民車政策を実施して自

動車産業の育成を図っていたものの、マレーシアの２倍近い台数の自動車を生産していた

隣国のタイに対する競争力を高めるためにも、日本から多くの協力を得ることは自国産業

の発展につながる可能性を有していた。日・マレーシアＥＰＡは、2005年５月の首脳会談

において正式合意に至ったが、そこでは日本がマレーシアの自動車産業の競争力を一層強

化するために協力することを合意した上で、排気量2,000cc超の乗用車の関税を2010年ま

でに撤廃、また、国民車と競合する排気量2,000cc以下の乗用車の関税については、2015

年までに撤廃することとなった。

（４）日・タイＥＰＡ

タイは我が国にとって貿易・投資の結びつきが深く、貿易額はＡＳＥＡＮ加盟国の中で

も最大であり、タイとの経済連携には大きな期待が寄せられていたが、フィリピンやマレ

ーシアに比べ交渉が遅れた。タイは我が国の農産品、例えばコメや砂糖などについて除外

品目又は再協議扱いとするなど農業分野で早々に譲歩していたが、この合意は「タイ側の

都合で撤回できる」となっていた
10
。これを盾に取ったタイ側が日本の自動車・鉄鋼分野

への要求をかわしていたものとされる。

日・タイＥＰＡは2005年９月に正式合意し、2007年４月に署名された。焦点はやはり自

動車の扱いであったが、排気量3,000cc超の乗用車は４年目までに現行税率80パーセント

から60パーセントに引き下げ、排気量3,000cc以下の乗用車の関税については、協定発効

後６年目に再協議することとなった。若干、自動車の関税について質的な後退を見せてお

り、このことは当時、最終調整を行っていた日・フィリピンＥＰＡの自動車分野の交渉に

も影響を及ぼした可能性がある。ただし、自動車部品について、協定発効後５年から７年

の間で関税撤廃となったことは、現地生産を行っている日系メーカーにとって実益を享受

できるところであった。

３．幅広い分野における経済連携

（１）自然人の移動 ～外国人労働者の受入れ～

ＥＰＡにおいては、従来のＦＴＡが目的としていた貿易・サービスの自由化だけでなく、

投資規制の撤廃、人的交流の拡大、知的財産の保護など、より幅広い分野における経済上

の連携強化を図ることを目指している。その中でも、ビジネス活動に携わる人の入国及び

一時的な滞在に関しても協定で扱っており、このことは我が国の外国人労働者受入れ政策

にも深く結びつくことから、ＥＰＡ締結の論点として注目を集めている。

外国人労働者の受入れについて、我が国がＥＰＡ交渉に臨む際、①専門的・技術的分野

の労働者は積極的に受け入れる、②日本の出入国管理制度の基本方針は、専門的・技術的

分野の労働者のみの受入れに限っており、自然人の移動の交渉範囲はこの方針に従うもの

とする、との姿勢を相手国に示していた
11
。フィリピンは、主に中東に看護師を、台湾に
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介護福祉士を送り出してきた実績があり、日本とのＥＰＡ交渉を進めるに当たって、この

分野に対する関心は高かった。

近年、少子高齢化による我が国の労働力不足や看護師の離職率の高さなどから、看護師

不足が深刻化している。しかし、外国人看護師の受入れには、常に言葉の壁が立ちふさが

り、これを原因とした医療事故の懸念も拭いきれない。また、長期の滞在には文化の違い

から発生する社会問題への対応も余儀なくされる。

こうした中、看護師・介護福祉士の受入れをめぐって日・フィリピン間の交渉は難航し

た。結果として、当初２年間の受入れ人数を看護師400人、介護福祉士600人とすることで

折り合いをつけ、また、日本語の習得についても、入国後に６か月間の研修が実施される

こととなった。こうして看護師は３年、介護福祉士は４年の間に、我が国の国家試験に合

格し資格を取得すれば、制限なく在留期間を更新できることとなる。

ただし、日・フィリピンＥＰＡは、フィリピンの国内手続が整わず発効が遅れているた

め、ほぼ同様の受入れが合意された日・インドネシアＥＰＡによる受入れが第一陣となる

予定である。

（２）エネルギー資源の確保 日・インドネシアＥＰＡ、日・ブルネイＥＰＡ

ＡＳＥＡＮの原加盟国６か国のうち、残りのインドネシアとブルネイについては、両国

ともＡＪＣＥＰ合意の前（インドネシアについては2007年８月、ブルネイについては2007

年６月）に協定の署名が済まされた。両国との二国間ＥＰＡに共通していたのは、我が国

がエネルギー資源確保の観点からＥＰＡを活用したことである。

インドネシアは、我が国のエネルギー供給源として重要な相手国であり、液化天然ガス

は我が国にとって第１位の供給国（22.0パーセント）、石炭も第２位の供給国（17.8パー

セント）となっている。しかし、インドネシアは、液化天然ガスについて国内需要に対応

するため、日本企業との契約切れを契機に日本への輸出量を削減させる方針を決定してい

た。そこで、ＥＰＡの中に、エネルギー・鉱物資源の安定供給に関する条項を設け、新た

な規制措置導入の際には事前に通報することなどを盛り込んだ。こうした措置により少な

くとも唐突に我が国への輸出に規制を掛けるなどの行為は回避されることとなった。ただ

し、もちろんこの規定は民間部門による経済活動を拘束するものではなく、契約の更新や

一定の供給量を直接確保するものではない。一方、インドネシアにとっての関心事として

は、近年、日本からの直接投資の減少が目立っていたことから、ＥＰＡ締結を契機とした

日本からの投資拡大への期待であった。前述した看護師・介護福祉士の受入れを含めて、

総合的に勘案されて両国間で合意に至ったものとされる。

また、ブルネイについても、我が国は原油（0.3パーセント、第17位）や液化天然ガス

（10.0パーセント、第５位）の供給源としている。ブルネイにとっても液化天然ガスの輸

出の約90パーセントが日本向けとなっているなど、ブルネイと我が国とのエネルギー分野

での結びつきは強い。こうしたことからも、日・ブルネイＥＰＡでは、日・インドネシア

ＥＰＡに先駆けて、エネルギー分野に関して独立した規定が設けられた。2006年６月の第

１回交渉から半年で大筋合意、約１年という短期間で署名に至ったが、これはＡＪＣＥＰ

合意の前にオリジナル６のメンバーとして我が国と二国間ＥＰＡを結んでおきたいとする
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ブルネイ側の意向が反映された結果であったとも言える。

４．日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定

（１）ＡＳＥＡＮを取り巻く二国間・地域間ＥＰＡ

2002年１月の小泉総理の政策演説（小泉ドクトリン）の中で、日・ＡＳＥＡＮ包括的経

済連携構想が提案されたことはすでに述べた。ＡＳＥＡＮ地域ともう一か国との経済連携

（ＡＳＥＡＮ＋１）については、2000年11月のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議において中国がＡ

ＳＥＡＮ側にＡＣＦＴＡを提案し、その１年後にはＦＴＡ実現に向けた合意に到達したこ

とで、ＡＳＥＡＮをめぐる日中の主導権争いが表面化していた。小泉ドクトリンの後、我

が国とＡＳＥＡＮは、2003年10月にインドネシアで開催された首脳会議において「日・Ａ

ＳＥＡＮ包括的経済連携構想の枠組み」に合意し、この枠組みには翌2004年からＥＰＡ締

結のための協議を開始することが盛り込まれていた。

しかし、我が国とＡＳＥＡＮとのＥＰＡについては二国間交渉が先行し、ＡＳＥＡＮ全

体との交渉は若干遅れることとなった。ＡＳＥＡＮ全体を相手にして包括的なＥＰＡを締

結することは、各国事情に対応できず、日本が進めてきた二国間交渉と同様の手法がとれ

ないなどの課題があった
12
。

二国間ＥＰＡを着実に実現してきた日本と、ＡＳＥＡＮ全体との交渉を一気に推し進め

た中国とでは、その手法が明らかに異なる。中国はＡＳＥＡＮ域内のＦＴＡであるＡＦＴ

Ａをベースに交渉を行い
13
、さらにＡＳＥＡＮとの政治・安全保障を含む包括的な関係強

化という長期戦略の一環としてＦＴＡを進めていった14。これに対し我が国は、関税撤廃

や削減による市場アクセスの改善だけにとどまらず、投資規制の撤廃や知的財産の保護な

ど我が国進出企業のビジネス環境が改善されることによる相乗効果を織り込んだ上でのき

め細やかな経済連携を目指した。そのため、ＡＳＥＡＮ主要国との二国間ＥＰＡを完成さ

せた上で、それを補完する形でＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡを実現させる結果となったので

ある。2005年４月から始められたＡＪＣＥＰ交渉は、2007年11月、シンガポールにおける

日・ＡＳＥＡＮ首脳会議において交渉妥結が報告された。

（２）貿易の自由化と累積規定

ＡＪＣＥＰによる貿易の自由化については、これまでの二国間ＥＰＡによる自由化に比

べて見劣りがする。ただし、ＥＰＡを使う輸出業者は、併存する二国間ＥＰＡとＡＪＣＥ

Ｐの特恵関税のうち、より有利な方を選択することができる。また、今回、ＡＳＥＡＮ原

加盟国以外のベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーについて、貿易相手としてまと

めて関税の撤廃・引下げが実現できたことの意義も大きい。ＡＪＣＥＰでは投資に関する

具体的な規定は小委員会を設置することまでにとどまったが、すでにベトナム、カンボジ

ア、ラオスについては二国間投資協定が締結・発効し、ＡＪＣＥＰによる市場の自由化は、

貿易・投資の両面において日・ＡＳＥＡＮ間の連携を充実させるものとなった。

ＡＪＣＥＰ実現のための最も強いインセンティブは、原産地規則の累積規定が適用され

ることにあった。二国間ＥＰＡのみが存在している場合、もちろんその二国間においては
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特恵関税が適用されることとなるが、例えば、日本から二国間ＥＰＡの相手国に部品を輸

出し、当該相手国でその部品を使って最終製品を完成させてＡＳＥＡＮ域内の他国の市場

に輸出しようとしても、当該相手国で加えられた最終製品の付加価値がＡＦＴＡの原産地

規則（40パーセント）を満たさなければ、市場への輸出に対し通常の関税が適用されるこ

ととなる。ＡＪＣＥＰが発効すれば、日本とＡＳＥＡＮ各国とで加えた付加価値を合計す

ることが可能となり、最終製品の原産地性を得ることが容易となる。

具体的には、日本から薄型テレビのパネル等の部品を輸出し、ＡＳＥＡＮ域内で最終製

品として完成した場合、その薄型テレビがＡＳＥＡＮ域内で無税で流通できるようになる

場合が多くなる。近年、ＡＳＥＡＮ市場における薄型テレビは韓国系企業のシェアが増加

し、その分日系企業のシェアが減少している傾向にある15。日本製のパネルを使用した薄

型テレビがＡＳＥＡＮ域内で無税で流通できるようになれば、価格競争力が向上し日系企

業にとって有利なビジネスが展開できる。

おわりに ～東アジア経済連携の可能性～

我が国とＡＳＥＡＮとの経済連携については、オリジナル６との二国間ＥＰＡ締結に目

処がつき、さらにＡＪＣＥＰの実現に辿り着いたことにより、その主要な枠組みが完成し

た。我が国のＥＰＡについては、交渉の遅れや農林水産品を保護する姿勢など多くの批判

がなされてきたが、各国の事情に合わせたきめ細やかな二国間ＥＰＡとそれを補完するＡ

ＪＣＥＰの組み合わせは、中国型のＦＴＡよりも結果的に良いものが出来上がったのでは

ないかとも評価できる。

ただし、ＥＰＡによって枠組みが設定されても、それがどのように活用されるかは未知

数である。すでに各企業は、ＡＳＥＡＮ各国の市場それぞれに生産拠点をつくり、企業が

最善と考えるビジネス・モデルを構築している。二国間ＥＰＡ＋ＡＪＣＥＰが企業に新し

い利益をもたらすかどうかは、例えばそのビジネス・モデルを組み替えてでも原産地規則

の累積規定の恩恵を享受しようとするか否かなど、中長期的に眺めてみないと結論を出す

ことはできないだろう。そのため、当面の課題としては、ＥＰＡが企業にとって活用しや

すいものとなるような努力が必要であり、代表的なものとしては原産地規則・証明制度の

自己証明方式の導入等の運用改善が挙げられる16。

また、ＡＪＣＥＰの実現は、今後の東アジア地域の経済連携についても大きな影響を及

ぼすことになるだろう。現在、ＡＳＥＡＮ＋１については、日本、中国のほかに韓国も調

印しており、さらにインド、オーストラリア、ニュージーランドにおいてもＦＴＡ締結に

向けての交渉が進められている。

日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携構想を提案した小泉総理の政策演説においては、ＡＪＣ

ＥＰがこの地域の経済連携強化のための重要な土台となると表明していた。また、同時に

中国、オーストラリア等とのＡＳＥＡＮ＋１への期待にも言及がある。

東アジア地域全体のＦＴＡ構想が提起されたのは、2001年のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議に

おいてであり、ＡＳＥＡＮ＋３による東アジアＦＴＡ（ＥＡＦＴＡ）の研究が現在も進め
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られている。また、日本の経済産業省は、2006年４月、ＡＳＥＡＮ＋３にインド、オース

トラリア、ニュージーランドの３か国を加えた東アジア包括的経済連携（ＣＥＰＥＡ）を

提起し、2007年１月のＡＳＥＡＮ＋６首脳会議（東アジアサミット）においてその研究を

開始することで一致を見た。この他にも、米国が2006年11月のＡＰＥＣ首脳会議において

提唱したＡＰＥＣ加盟21か国・地域によるアジア太平洋自由貿易地域（ＦＴＡＡＰ）構想

もある。

このように様々な東アジア経済連携の可能性が模索される中で、今回、我が国とＡＳＥ

ＡＮが主要な二国間ＥＰＡとＡＪＣＥＰを完成させたことは、我が国がこの地域における

経済連携構想に一定の主導権を発揮できる準備が整ったことを意味し、今後の東アジア地

域における経済連携への我が国の積極的な姿勢が期待される。


